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令和５年度 第３回 名張市子ども権利委員会会議録 

 

Ⅰ．開催日時：令和６年１月３０日 (火) １４時３０分～１６時００分 

Ⅱ．場  所：名張市役所 ３階 ３０４会議室 

Ⅲ．出 席 者：子ども権利委員会 委員長、副委員長、委員６名 

事務局：福祉子ども部保育・家庭担当部長、保育幼稚園室長、 

    子ども家庭室長、子ども家庭室要保護対策係長、 

    子ども相談員、室員 

Ⅳ．内  容： (１)子ども・子育て支援法に基づく利用定員の協議について 

(２)名張市子ども条例第２条改正について(子どもの定義の変更) 

(３)「ばりっ子すくすく計画」見直しのためのアンケート内容確認 

 

【質疑・意見交換】(委：委員長 ○：委員 ⇒：事務局) 

 

（１）子ども・子育て支援法に基づく利用定員の協議について 

 

【保育幼稚園室より説明】  *省略＊ 

 

委：桔梗が丘保育園で常勤保育士 6名が退職することに驚きました。 

  

⇒：介護の業界と同じで、保育の業界も職員の流動性が高い方がいいと思います。

色々あるのかわからないですけど、別の施設に移りまた入れ変わるということ

は、日常的な保育士や介護士の形だと思います。特にここだけが何か問題があ

ったということではないと思います。 

 

（２）名張市子ども条例第２条改正について(子どもの定義の変更) 

 

【事務局より説明】  *省略＊ 

 

○：子どもの定義が、現行は１８歳以下の者としているところ、１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日までの間にある者とすることについて、例えば大学１

年、１９歳の誕生日を迎える前の子は、現行の定義では子どもになって、改正

後の定義では子どもにならなくなり、範囲が狭くなりますよね。３月生まれだ

と子どもとして守ってもらえる期間が４月生まれに比べて大幅に短いという

ことですよね。 

 

⇒：ご指摘のとおり子どもの定義の期間が短くなります。最初に子ども条例を作っ  

た時には、他の児童虐待防止法等が 18歳未満という書き方をしてるのが殆ど

です。しかし、18歳未満にすると、高校に通ってるのに 18歳になると急に対
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象にならなくなるので、子ども条例としては高校卒業するまで対象とすること

になりました。そのため、18歳以下にすればいいということになったんです。

おそらく最初に子ども条例を作ったときは、これを表現したかったんでしょう

けれど、できなかったということだと思います。 

 

(３)「ばりっ子すくすく計画」見直しのためのアンケート内容確認 

  

 【事務局より説明】  *省略＊ 

 

⇒：事前に送付させていただいたＱＲコードからアンケート内容をご確認いただけ

たかと思います。事前にちょうだいしたご意見として、アンケートの冒頭メッ

セージで、子ども条例の説明が 3 行と長いので、文章をわけて短くしてはいい

のではというご意見と、「皆さんの大切な時間をアンケートに使っていただき、

ありがとうございます」という文言がいらないとのご意見を頂戴しております

が、いかがでしょうか。 

 

○：なくてもいいと私も思いました。アンケートが配られてる状態だから、これは 

なくてもいいかなと思います。読む文が長くなるので余計いらないと思います。 

 

〇：私がいらないって思ったのは、これがとても大事なものだからという意味なの

で、へりくだらなくていいと思います。 

 

委：「皆さんの大切な時間～ありがとうございます」の文言は割愛し、長い文章は

箇条書きにして、子どもたちに分かりやすいように文章を工夫していただけた

らと思います。 

 

○：ほっとライン(子ども相談室だより)のイメージは、「名張市子ども条例」や「子

ども相談室」があることを「知っている」と回答したときにだけ、見れるように

なっているが、「知らない」と回答した人には表示されないんですか。それだと、

ほっとラインを知らないままに終わることになるのでは。 

 

⇒：そのような設定にしていますが、何を回答してもほっとラインのイメージが見 

れるように設定を変更します。 

 

〇：アンケートに書いてある「必須」、「悩み」、「普段」などの漢字は小学 5 年生は

読めますか。中学 2年生は読めると思いますが、小学 5年生はその時点で習って

いても読めない子もいるで、そのあたりの子にも配慮が必要かなと思います。 

 

委：小学 4年生までに習う漢字で書いて、小学 5年生以降に習う漢字には読み仮名
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をふるようにしてください。 

 

(４)その他 

 

⇒：ばりっ子会議で令和元年度に子ども達が考えた、名張市公認キャラクター「なば

りん」のコスチュームを作りたいという案が出ました。その案に対してコスチュ

ーム製作のための寄付受付を、名張市で初めてのクラウドファンディング型ふる

さと納税という形で始めました。寄付は返礼品はなしで、3 月 8 日までの間で受

け付けております。 

コスチュームは 3月 23日の名張市市制 70周年のイベントにコスチュームをお

披露目できればというふうに思っております。 

 

 


